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被 保 険 者 証 は大切に

　国民健康保険および後期高齢者医療制度の被保
険者証は、８月に更新されます。
　新しい被保険者証は、７月末日までに簡易書留で

郵送されますので、８月１日からご使用ください。

　また、有効期限を過ぎた被保険者証は市役所に返
却するか、破棄してください。
　１人１枚のカード式です。携帯に便利ですが紛失
する方も増えていま
す。紛失した場合は
再発行できますが、
重要なものですので
大切に管理してくだ
さい。

▼新しい被保険者証
の有効期間＝８月
１日～１年間

※短期被保険者証は
除く
市民課国保年金班

　☎（70）０３３４
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国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知
書
の

発
送
お
よ
び
課
税
限
度
額
・
軽
減
制
度

介
護
保
険
料
納
入
通
知
書
の
発
送
お
よ
び

制
度
改
正
の
お
知
ら
せ

◇
納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

　

平
成
27
年
度
の
国
民
健
康
保
険

税
納
税
通
知
書
は
、
７
月
中
旬
に

発
送
し
ま
す
。
第
１
期
の
納
期
限

は
7
月
31
日
㈮
で
す
。
国
民
健
康

保
険
事
業
の
安
定
運
営
の
た
め
、

納
期
内
納
付
に
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
地
方
税
法
施
行
令
の
一

部
改
正
に
伴
い
、
平
成
27
年
度
か

ら
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
限
度

額
お
よ
び
軽
減
対
象
を
別
表
１
・

２
の
と
お
り
改
定
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
な
お
、
税
率
に
つ
い

て
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

◇
国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
対
象

を
拡
充
し
ま
す

　

世
帯
の
前
年
中
の
所
得
が
別
表

２
の
金
額
以
下
の
場
合
、
均
等
割

額
と
平
等
割
額
が
定
め
ら
れ
た
割

合
で
軽
減
さ
れ
ま
す
。
平
成
27
年

度
か
ら
２
割
お
よ
び
５
割
軽
減
に

つ
い
て
、
軽
減
判
定
所
得
の
基
準

が
引
き
上
げ
ら
れ
、
軽
減
対
象
と

な
る
範
囲
が
拡
大
さ
れ
ま
す
。

※
世
帯
主
（
国
保
加
入
者
で
な
い

世
帯
主
を
含
む
）
と
国
保
被
保
険

者
全
員
が
申
告
を
さ
れ
て
い
な
い

と
、
基
準
に
該
当
す
る
か
ど
う
か

の
判
断
が
で
き
な
い
た
め
、
軽
減

は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
（
給
与
支
払

報
告
書
や
公
的
年
金
等
支
払
報
告

書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除

く
）

◇
特
別
徴
収
か
ら
普
通
徴
収
に
変

更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　

昨
年
度
に
お
い
て
特
別
徴
収

（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）
に
よ
り

納
付
い
た
だ
い
て
い
た
方
で
も
、

今
年
度
か
ら
普
通
徴
収
（
納
付
書

ま
た
は
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
）

に
変
更
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
必
ず
納
税
通
知
書

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
特
別
徴
収
か
ら
普
通
徴
収
に
変

更
と
な
る
主
な
理
由

・
世
帯
主
が
年
度
途
中
に
75
歳
に

な
る
場
合

・
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
か
ら

脱
退
し
た
場
合

・
65
歳
未
満
の
世
帯
員
が
国
民
健

康
保
険
に
加
入
し
た
場
合

◇
非
自
発
的
離
職
者
の
軽
減

　

会
社
の
倒
産
や
雇
い
止
め
な
ど
、

非
自
発
的
な
理
由
に
よ
り
離
職
し

た
方
に
対
す
る
国
民
健
康
保
険
税

の
軽
減
制
度
が
あ
り
ま
す
。

▼
対
象
者
＝
次
の
す
べ
て
に
該
当

す
る
方

・
平
成
21
年
３
月
31
日
以
降
に
非

自
発
的
理
由
に
よ
り
離
職
し
、
離

職
の
時
点
で
65
歳
未
満
で
あ
る
こ
と

・
公
共
職
業
安
定
所
（
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
）
が
発
行
す
る
雇
用
保
険

受
給
資
格
者
証
を
お
持
ち
で
、
次

の
①
ま
た
は
②
と
し
て
失
業
給
付

を
受
け
る
方

①
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者

（
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
離

職
理
由
コ
ー
ド
が
11
・
12
・
21
・

22
・
31
・
32
の
方
）

②
雇
用
保
険
の
特
定
理
由
離
職
者

（
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
離

職
理
由
コ
ー
ド
が
23
・
33
・
34
の

方
）

※
高
年
齢
受
給
資
格
者
証
ま
た
は

特
例
受
給
資
格
者
証
を
お
持
ち
の

方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん

▼
軽
減
内
容

　

対
象
者
の
給
与
所
得
を
１
０
０

分
の
30
と
み
な
し
て
税
額
を
算
定

し
ま
す
。

※
対
象
者
の
給
与
所
得
以
外
の
所

得
や
、
他
の
被
保
険
者
の
所
得
は

軽
減
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん

▼
対
象
期
間

　

離
職
日
の
翌
日
の
属
す
る
月
か

ら
翌
年
度
末
ま
で
の
期
間

※
社
会
保
険
等
へ
の
加
入
に
よ
り

国
民
健
康
保
険
の
資
格
を
喪
失
す

る
と
軽
減
は
終
了
と
な
り
ま
す
が
、

再
就
職
し
て
も
引
き
続
き
国
民
健

康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
場
合

は
軽
減
の
対
象
と
な
り
ま
す

▼
手
続
方
法

　

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
、
印

か
ん
、
身
分
証
を
持
参
の
う
え
、

市
民
課
ま
た
は
税
務
課
で
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
減
免
制
度

　

次
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
方
は
、

申
請
に
よ
り
保
険
税
の
減
額
や
免

除
な
ど
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

・
生
活
保
護
を
受
け
る
な
ど
、
貧

困
に
よ
り
納
付
が
著
し
く
困
難
と

認
め
ら
れ
る
場
合

・
災
害
等
の
被
害
に
よ
り
生
活
す

る
こ
と
が
著
し
く
困
難
と
認
め
ら

れ
る
場
合

・
事
業
の
休
廃
止
や
失
業
等
に
よ

り
所
得
が
激
減
す
る
な
ど
、
特
別

の
事
情
が
あ
る
場
合
（
自
己
都
合

で
の
退
職
ま
た
は
事
業
の
休
止
等

を
さ
れ
た
方
や
、
就
労
が
可
能
な

方
な
ど
は
除
き
ま
す
）

　

詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

税
務
課
市
民
税
班

　

☎
(70)
０
３
２
１

◇
納
入
通
知
書
を
発
送

　

平
成
27
年
度
の
介
護
保
険
料
納

入
通
知
書
が
７
月
中
に
届
き
ま
す

の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

65
歳
以
上
の
方
（
第
１
号
被
保

険
者
）
の
介
護
保
険
料
は
、
市
民

税
の
課
税
状
況
、
前
年
の
所
得
等

に
応
じ
て
12
段
階
に
分
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

介
護
保
険
は
、
国
や
千
葉
県
、

市
が
負
担
す
る
公
費
と
、
皆
さ
ん

に
納
め
て
い
た
だ
く
介
護
保
険
料

を
財
源
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
ま

す
。
介
護
が
必
要
に
な
っ
た
と
き
、

安
心
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き

る
よ
う
、
期
限
内
の
納
付
を
お
願

い
し
ま
す
。

◇
保
険
料
の
支
払
方
法

▼
特
別
徴
収

　

年
金
が
年
額
18
万
円
以
上
の
方

は
、
年
金
か
ら
の
天
引
き
に
よ
り

保
険
料
を
納
め
る
特
別
徴
収
と
な

り
ま
す
。

▼
普
通
徴
収

　

年
金
が
年
額
18
万
円
未
満
の
方
、

新
た
に
65
歳
に
な
っ
た
方
、
他
の

市
区
町
村
か
ら
転
入
し
た
方
、
保

険
料
の
所
得
段
階
が
変
更
に
な
っ

た
方
な
ど
は
納
付
書
に
よ
り
保
険

料
を
納
め
る
普
通
徴
収
と
な
り
ま
す
。

◇
一
定
以
上
所
得
者
の
利
用
負
担

の
見
直
し（
平
成
27
年
８
月
か
ら
）

　

一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
方
に

つ
い
て
は
、
利
用
者
負
担
が
２
割

に
な
り
ま
す
。
対
象
と
な
る
方

は
、
本
人
の
合
計
所
得
金
額
が

１
６
０
万
円
以
上
の
方
で
す
。

　

た
だ
し
、
世
帯
内
の
65
歳
以
上

の
方
の
年
金
収
入
等
と
そ
の
他
の

合
計
所
得
金
額
の
合
計
が
単
身
で

２
８
０
万
円
未
満
、
２
人
以
上
で

３
４
６
万
円
未
満
の
方
は
１
割
負

担
の
ま
ま
で
す
。

　

な
お
、
７
月
中
に
、
要
介
護

（
支
援
）
認
定
を
受
け
た
方
全
員

に
、
市
か
ら
利
用
者
負
担
（
１
割

ま
た
は
２
割
）
が
記
載
さ
れ
た

「
介
護
保
険
負
担
割
合
証
」
を
発

行
し
ま
す
。

◇
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
限
度

額
の
一
部
見
直
し
（
平
成
27
年
８

月
か
ら
）

　

同
じ
月
に
利
用
し
た
介
護
保
険

の
利
用
者
負
担
が
一
定
額
を
超
え

た
と
き
に
支
給
さ
れ
る
「
高
額
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
」
に
つ
い
て
、
医

療
保
険
の
※

現
役
並
み
所
得
に

相
当
す
る
方
の
限
度
額
が
３
７
，

２
０
０
円
か
ら
４
４
，
４
０
０
円

に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

※
現
役
並
み
所
得
者
と
は

　

同
一
世
帯
に
課
税
所
得
金
額

１
４
５
万
円
以
上
の
65
歳
以
上
の

方
が
い
て
、
世
帯
内
の
65
歳
以
上

の
収
入
合
計
が
単
身
で
３
８
３
万

円
以
上
、
２
人
以
上
で
５
２
０
万

円
以
上
の
方

◇
低
所
得
の
方
の
居
住
費
と
食
費

の
軽
減
要
件
の
見
直
し
（
平
成
27

年
８
月
か
ら
）

　

施
設
入
所
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

含
む
）
し
て
い
る
低
所
得
者
の
方

は
、
食
費
と
居
住
費
が
軽
減
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
預
貯
金
等
の
資
産

等
が
一
定
額
（
単
身
１
，
０
０
０

万
円
、
夫
婦
２
，
０
０
０
万
円
）

を
超
え
る
場
合
、
世
帯
分
離
を
し

て
い
る
配
偶
者
（
事
実
婚
含
む
）

が
住
民
税
課
税
者
で
あ
る
場
合
は

対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

高
齢
者
支
援
課
介
護
保
険
班

　

☎
(70)
０
３
０
９

別表１：平成27年度国民健康保険税の税率等
（課税限度額以外の変更はありません）

　 医療
給付費分

後期高齢者
支援分

介護
納付金分

所得割 7.70% 1.70% 1.70%

均等割 28,000円 12,000円 13,000円

平等割 29,000円 － －

課税
限度額

（税額の
上限）

520,000円

前年度
＋

10,000円

170,000円

前年度
＋

10,000円

160,000円

前年度
＋

20,000円

別表２：国民健康保険税軽減対象
（前年中の所得が表の金額以下の世帯）

軽減割合 平成26年度まで 平成27年度から

７割 33万円 33万円

５割

33万円＋
(24.5万円×被保険者
および特定同一世帯

所属者の数）

33万円＋
(26万円×被保険者
および特定同一世帯

所属者の数）

２割

33万円＋
（45万円×被保険者数

および特定同一世帯
所属者の数）

33万円＋
（47万円×被保険者数

および特定同一世帯
所属者の数）

※特定同一世帯所属者とは
　国民健康保険に加入したまま75歳を迎えたことにより、後期
高齢者医療制度へ移行された方（世帯主に変更があった場合は
特定同一世帯所属者ではなくなります）をいいます。

　国民健康保険法では、次のような事情がある
場合は、申請により一部負担金（医療機関等の窓
口負担）の減免や徴収猶予を受けられることが
あります。

▼震災、風水害、火災その他これらに類する災害
により身体または資産に著しい損害を受けた
場合

▼ 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不
作、不漁等により収入が著しく減少した場合

▼事業の休廃止や失業等により収入が著しく減
少した場合

※具体的な基準や減免等の期間、手続きなど、詳
しい内容については、問い合わせください
市民課国保年金班　☎（70）０３３４

国民健康保険一部負担金の
減免・徴収猶予

～被保険者証の一斉更新～
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